
 

技 第 9 4 号 

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 

 

 

一般社団法人島根県建設業協会長 様 

 

 

島根県土木部技術管理課長 

（公印省略）    

 

島根県発注工事等における情報共有システム実施要領の一部改定について（通知） 

 

 

平素より、島根県土木行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、情報共有システムについては令和 6 年 3 月 6 日付け技第 619 号「島根県発

注工事等における情報共有システム実施要領」により運用しているところですが、下

記のとおり要領を一部改定しますので、協会員様への周知をお願い致します。 

  

記 

 

１．改定概要 

・システム使用料[業務委託]について、システム使用に要する登録料及び利用料

の計上方法を変更 

 

２．適用 

・令和６年５月１日以降システムを使用する工事及び業務委託等 

 

３．その他 

・島根県土木部技術管理課ホームページ 
（https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/cals_ec/） 

問い合わせ先 
島根県土木部技術管理課長寿命化推進室 小畑 

TEL：０８５２－２２－６０１４ 
 FAX：０８５２－２２－６３２９ 
 MAIL：ijikanrisystem@pref.shimane.jp 

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/cals_ec/
mailto:ijikanrisystem@pref.shimane.jp


島根県発注工事等における情報共有システム実施要領 
 

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 
島根県土木部技術管理課 

 
(趣旨) 
第 1 条 この要領は、島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する工事及び業務

委託等において、情報共有システム(以下「システム」という。) を利用するにあたり必要な事
項を次のとおり定める。 

 
(目的) 
第 2 条 システム導入による受発注者間協議の簡素化によって業務効率化及び県下でのシステム

利用方法の統一を目的とする。 
 
(定義) 
第 3 条 この要領で用いる用語の定義を以下に示す。 
（1）システム 
   情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で工事目的物、設計成果等を施工・管

理・作成する上で必要な情報を電子的に一元管理・共有し相互利用を図るためのサービスまた
はその仕組み自体のこと。 

（2）工事帳票 
  「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「その他」の行為に必要な書類（工事打

合簿等）及びその添付資料をいう。 
（3）業務委託帳票 
  「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「その他」の行為に必要な書類（業務打

合簿等）及びその添付資料をいう。 
 
（対象工事） 
第 4 条 島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する全工事を対象とし、当初設

計額 5,000 万円以上の工事については必須とする。ただし、受注者から別添「情報共有システ
ム利用不可理由書」が提出され、その理由が適切であると認められる場合は、当該工事の対象
外とする。また、5,000 万円未満の工事については受注者からシステム利用の申し出があった場
合、発注者は応じなければならない。 

 
（対象業務委託） 
第 5 条 島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する全業務委託を対象とし、受

注者からシステム利用の申し出があった場合、発注者は応じなければならない。 
 
（使用システム） 



第６条 使用するシステムは別紙【表-1 利用システム一覧】から受注者が選択する。 
 なお、これによりがたい場合は受発注者協議により決定すること。 
 
（システム利用者） 
第７条 発注者における利用者は、監督員、主任監督員、総括監督員、検査員を基本とし、初回

協議において決定すること。なお、利用者は上記によらず適宜変更できるものとし、書類決裁
において必要と判断される場合は、所長（局長）、担当部長、契約業務課職員等を適宜追加する
こと。 

 
（対象書類） 
第８条 システムの対象書類は受発注者間でやり取りを行う工事帳票及び業務委託帳票 

（以下、「工事帳票等」という。）とするが、契約書等電子決裁によらないものは対象外とする。 
 
（決裁） 
第９条 システムを利用した電子決裁とし、システムを利用する場合、工事帳票等の紙決裁 

をしてはならない。 
 
（電子署名・電子押印） 
第１0 条 システムで処理を行う工事帳票等における電子署名・電子押印については、紙への署

名・押印と同等の処理ができることから、「書面」として認める。 
 
（電子納品・検査・成果品の保管） 
第 11 条 電子納品・成果品の保管については、島根県電子納品運用ガイドライン（簡易版）〔島

根県土木部〕及び島根県電子納品運用ガイドライン（簡易版）〔島根県農林水産部〕に基づき、
実施する。システムで作成・決裁した工事帳票等は電子納品のその他フォルダに格納する。別
紙【図-1 電子納品フォルダ構成［工事］】及び【図-2 電子納品フォルダ構成［業務委託］】参照。 

 電子納品した工事帳票等については、電子検査とする。 
 
（システム使用料［工事］） 
第 12 条 システム使用に要する登録料及び利用料は技術管理費として共通仮設費率に含まれる。 
 
（システム使用料［業務委託］） 
第 13 条 システム使用に要する登録料及び利用料は、測量業務は間接測量費、地質調査業務は業

務管理費、設計業務は間接原価に含まれる。 
 
（その他） 
第 14 条 本要領に定めのない事項については、受発注者が協議の上、決定する。 
附則 
1 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

 「島根県における情報共有システム試行実施要領（令和元年 5 月 20 日発 技第 53 号）」につい



ては廃止とする。 
2 この要領は、令和 4 年 6 月 13 日から施行する。 
3 この要領は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 
4 この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
5 この要領は、令和６年５月１日から施工する。 

  



 
別紙 

【表−1 利用システム一覧】 

 
 

【図-1 電子納品フォルダ構成［工事］】 

 

No 会社名 システム名

1 （株）現場サポート 現場クラウドOne

2 （株）建設総合サービス 電納ASPer

3 日本電気（株） 工事監理官

4 （株）アイサス information bridge 

工事情報共有システム

情報共有システムRevSIGN

6 （株）ビーイング BeingCollaboration

7 川田テクノシステム（株） basepage

5 （株）建設システム

工事概要 電子媒体 
（CD-R 又は 
DVD-R） 01 図面 

02 写真 

03 施工管理 

04 その他 

10 維持管理 

システム登録用 

 

システムでやり取りをした工事帳票は 

04 その他フォルダに保存すること。 

01 情報共有システム 



別紙 
 

【図-2 電子納品フォルダ構成［業務委託］】 

 

業務概要 電子媒体 
（CD-R 又は 
DVD-R） 01 報告書 

02 図面 

03 写真 

10 維持管理 

システム登録用 

 

システムでやり取りをした業務委託帳

票は 

01 報告書フォルダに保存すること。 

01 情報共有システム 



 
 

（別添 様式１） 

 

  令和  年  月  日 

 

発注者 様 

 

（会社名）  

現場代理人  

（氏 名）  

 

 

 

情報共有システム利用不可理由書 

 

 

工 事 名 ： 

 

上記工事については、下記理由により、情報共有システムを利用しない旨、報告します。 

 

記 

 

 利用不可理由：該当するものに○を記入のこと。（複数選択可） 

 

1. 現場事務所にパソコンやタブレット及びインターネット接続環境が用意できない 

 

2. システム利用に対応できる技術者がいない 

 

3. その他の理由（以下に具体的に理由を記入） 

 

 

 



島根県発注工事等における情報共有システム実施要領（改定案） 
 

令和６年５３月１６日 
島根県土木部技術管理課 

 
(趣旨) 
第 1 条 この要領は、島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する工事及び業務

委託等において、情報共有システム(以下「システム」という。) を利用するにあたり必要な事
項を次のとおり定める。 

 
(目的) 
第 2 条 システム導入による受発注者間協議の簡素化によって業務効率化及び県下でのシステム

利用方法の統一を目的とする。 
 
(定義) 
第 3 条 この要領で用いる用語の定義を以下に示す。 
（1）システム 
   情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で工事目的物、設計成果等を施工・管

理・作成する上で必要な情報を電子的に一元管理・共有し相互利用を図るためのサービスまた
はその仕組み自体のこと。 

（2）工事帳票 
  「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「その他」の行為に必要な書類（工事打

合簿等）及びその添付資料をいう。 
（3）業務委託帳票 
  「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「その他」の行為に必要な書類（業務打

合簿等）及びその添付資料をいう。 
 
（対象工事） 
第 4 条 島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する全工事を対象とし、当初設

計額 5,000 万円以上の工事については必須とする。ただし、受注者から別添「情報共有システ
ム利用不可理由書」が提出され、その理由が適切であると認められる場合は、当該工事の対象
外とする。また、5,000 万円未満の工事については受注者からシステム利用の申し出があった場
合、発注者は応じなければならない。 

 
（対象業務委託） 
第 5 条 島根県農林水産部及び土木部（営繕・建築除く）が発注する全業務委託を対象とし、受

注者からシステム利用の申し出があった場合、発注者は応じなければならない。 
 
（使用システム） 



第６条 使用するシステムは別紙【表-1 利用システム一覧】から受注者が選択する。 
 なお、これによりがたい場合は受発注者協議により決定すること。 
 
（システム利用者） 
第７条 発注者における利用者は、監督員、主任監督員、総括監督員、検査員を基本とし、初回

協議において決定すること。なお、利用者は上記によらず適宜変更できるものとし、書類決裁
において必要と判断される場合は、所長（局長）、担当部長、契約業務課職員等を適宜追加する
こと。 

 
（対象書類） 
第８条 システムの対象書類は受発注者間でやり取りを行う工事帳票及び業務委託帳票 

（以下、「工事帳票等」という。）とするが、契約書等電子決裁によらないものは対象外とする。 
 
（決裁） 
第９条 システムを利用した電子決裁とし、システムを利用する場合、工事帳票等の紙決裁 

をしてはならない。 
 
（電子署名・電子押印） 
第１0 条 システムで処理を行う工事帳票等における電子署名・電子押印については、紙への署

名・押印と同等の処理ができることから、「書面」として認める。 
 
（電子納品・検査・成果品の保管） 
第 11 条 電子納品・成果品の保管については、島根県電子納品運用ガイドライン（簡易版）〔島

根県土木部〕及び島根県電子納品運用ガイドライン（簡易版）〔島根県農林水産部〕に基づき、
実施する。システムで作成・決裁した工事帳票等は電子納品のその他フォルダに格納する。別
紙【図-1 電子納品フォルダ構成［工事］】及び【図-2 電子納品フォルダ構成［業務委託］】参照。 

 電子納品した工事帳票等については、電子検査とする。 
 
（システム使用料［工事］） 
第 12 条 システム使用に要する登録料及び利用料は技術管理費として共通仮設費率に含まれる。 
 
（システム使用料［業務委託］） 
第 13 条 システム使用に要する登録料及び利用料は、測量業務は間接測量費、地質調査業務は業

務管理費、設計業務は間接原価に含まれる。発注者が負担するものとし、直接経費または直接
調査費（積上計上分）に計上し、間接原価、一般管理費等の対象外とする。 

 
（その他） 
第 14 条 本要領に定めのない事項については、受発注者が協議の上、決定する。 
附則 
1 この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 



 「島根県における情報共有システム試行実施要領（令和元年 5 月 20 日発 技第 53 号）」につい
ては廃止とする。 

2 この要領は、令和 4 年 6 月 13 日から施行する。 
3 この要領は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 
4 この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
5 この要領は、令和６年５月１日から施工する。 

  



 
別紙 

【表−1 利用システム一覧】 

 
 

【図-1 電子納品フォルダ構成［工事］】 

 

No 会社名 システム名

1 （株）現場サポート 現場クラウドOne

2 （株）建設総合サービス 電納ASPer

3 日本電気（株） 工事監理官

4 （株）アイサス information bridge 

工事情報共有システム

情報共有システムRevSIGN

6 （株）ビーイング BeingCollaboration

7 川田テクノシステム（株） basepage

5 （株）建設システム

工事概要 電子媒体 
（CD-R 又は 
DVD-R） 01 図面 

02 写真 

03 施工管理 

04 その他 

10 維持管理 

システム登録用 

 

システムでやり取りをした工事帳票は 

04 その他フォルダに保存すること。 

01 情報共有システム 



別紙 
 

【図-2 電子納品フォルダ構成［業務委託］】 

 

業務概要 電子媒体 
（CD-R 又は 
DVD-R） 01 報告書 

02 図面 

03 写真 

10 維持管理 

システム登録用 

 

システムでやり取りをした業務委託帳

票は 

01 報告書フォルダに保存すること。 

01 情報共有システム 



 
 

（別添 様式１） 

 

  令和  年  月  日 

 

発注者 様 

 

（会社名）  

現場代理人  

（氏 名）  

 

 

 

情報共有システム利用不可理由書 

 

 

工 事 名 ： 

 

上記工事については、下記理由により、情報共有システムを利用しない旨、報告します。 

 

記 

 

 利用不可理由：該当するものに○を記入のこと。（複数選択可） 

 

1. 現場事務所にパソコンやタブレット及びインターネット接続環境が用意できない 

 

2. システム利用に対応できる技術者がいない 

 

3. その他の理由（以下に具体的に理由を記入） 

 

 

 



技９４
▼土木部各課（案１）

土木総務課長 1 TRUE 管財課長 0 FALSE
土木総務課建設産業対策室 0 FALSE 薬事衛生課長 0 FALSE
技術管理課 0 FALSE 0 埋蔵文化財調査センター所長 0 FALSE
技術管理課長寿命化推進室 0 FALSE 部 県警本部交通規制課長 0 FALSE
用地対策課 1 TRUE 営繕課 0 FALSE
道路維持課長 1 TRUE 0 FALSE
道路建設課長 1 TRUE ※基準書あり、積算システムなし
高速道路推進課長 1 TRUE

11 河川課長 1 TRUE
部 河川課河川開発室長 0 FALSE 自然環境課長 0 FALSE

斐伊川神戸川対策課 1 TRUE 企業局施設課長 0 FALSE
港湾空港課長 1 TRUE 0 消防総務課長 0 FALSE
砂防課長 1 TRUE 部 廃棄物対策課長 0 FALSE
都市計画課長 1 TRUE 0 FALSE
都市計画課景観政策室 0 FALSE 0 FALSE
下水道推進課長 1 TRUE ※基準書あり、積算システムあり
建築住宅課長 0 FALSE

境港管理組合港湾管理委員会　事務局長 0 FALSE
▼土木部各事務所（案１） 1 TRUE （公財）しまね農業振興公社　事務局長【※】 0 FALSE

松江県土整備事務所長 1 TRUE しまね土地住宅機構　事務局長 0 FALSE
松江県土整備事務所　広瀬土木事業所長 1 TRUE 0 （公財）島根県建設技術センター　理事長 0 FALSE
雲南県土整備事務所長 1 TRUE 部 （一社）水産土木建設技術センター　松江支所長【※】 0 FALSE
雲南県土整備事務所　仁多土木事業所長 1 TRUE 島根県土地改良事業団体連合会長【※】 0 FALSE
出雲県土整備事務所長 1 TRUE （公社）島根県林業公社　事務局長 0 FALSE
県央県土整備事務所長 1 TRUE 0 FALSE

15 県央県土整備事務所　大田事業所長 1 TRUE ※基準書あり、積算システムあり
部 浜田県土整備事務所長 1 TRUE

益田県土整備事務所長 1 TRUE
益田県土整備事務所　津和野土木事業所長 1 TRUE 森林総合研究所 0 FALSE
浜田河川総合開発事務所長 1 TRUE 島根県環境管理センター 0 FALSE
出雲空港管理事務所長 1 TRUE 0 斐川町宍道町水道企業団 0 FALSE
宍道湖流域下水道管理事務所長 1 TRUE 部 日本下水道事業団　島根工事事務所長 0 FALSE
浜田港湾振興センター所長 1 TRUE 0 FALSE
隠岐支庁県土整備局長 0 FALSE

※基準書あり、積算システムなし 0

 ▼各市町村（案３）
▼農林水産部（案１） 0 FALSE 松江市長 0 FALSE

農畜産課長 1 TRUE 安来市長 0 FALSE
農村整備課長 1 TRUE 雲南市長 0 FALSE
農地整備課長 0 FALSE 飯南町長 0 FALSE
林業課長（緑化センタースタッフ） 1 TRUE 奥出雲町長 0 FALSE
森林整備課長 1 TRUE 出雲市長 0 FALSE

7 水産課基盤整備室（漁港漁場整備課管理者） 1 TRUE 川本町長 0 FALSE
部 東部農林水産振興センター所長（東部農振管理者） 1 TRUE 美郷町長 0 FALSE

西部農林水産振興センター所長（西部農振管理者） 1 TRUE 0 邑南町長 0 FALSE
隠岐支庁農林水産局長（隠岐農林管理者） 0 FALSE 部 大田市長 0 FALSE

0 FALSE 江津市長 0 FALSE
0 FALSE 浜田市長 0 FALSE

益田市長 0 FALSE
津和野町長 0 FALSE

TRUE 吉賀町長 0 FALSE
【案　　１】・・・33部 TRUE 隠岐の島町長 0 FALSE
【案　　２】・・・2部 TRUE 海士町長 0 FALSE
【案　　３】・・・0部 FALSE 西ノ島町長 0 FALSE

知夫村長 0 FALSE

▼一般社団法人島根県建設業協会（案２）
▼一般社団法人島根県測量設計業協会（案２）

▼国の機関 0 FALSE
0 FALSE

0 0 FALSE
部 0 FALSE

 ▼土木部・農林水産部以外の機関（案２）

 ▼土木部・農林水産部以外の公的機関（案３）

 ▼土木部・農林水産部以外の機関（案２）

 ▼土木部・農林水産部以外の公的機関


